
三重県木材産業等高度化推進資金融資要綱 

 

制定 昭和５５年２月２２日 林政第９６号 

最終改正 令和８年３月２４日 農林水第３０－４２９号 

 

（目的） 

第１条 三重県における木材産業等高度化推進資金に関する事務の取扱について

は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法（昭和５

４年法律第５１号。以下「基盤強化法」という。）、林業経営基盤の強化等の促進

のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令（昭和５４年政令第２０５号。以

下「基盤強化法施行令」という。）、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の

融通等に関する暫定措置法施行規則（平成５年農林水産省令第３５号）、林業経営

基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の施行について

（昭和５４年８月２３日付け５４林野企第８２号農林水産事務次官依命通知）、林

業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用につ

いて（昭和５４年８月２３日付け５４林野企第８３号林野庁長官通知。以下「基盤

強化法運用」という。）及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に

関する暫定措置法施行細則（昭和５５年２月２２日三重県規則第４号。以下「細則」

という。）並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成８年法律第４７

号。以下「木安法」という。）、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令

（平成８年政令第３１０号。以下「木安法施行令」という。）、木材の安定供給の

確保に関する特別措置法施行規則（平成８年１０月２５日農林水産省令第５８

号）、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の施行について（平成８年１１月

１日付け８林野流第１０５号農林水産事務次官依命通知）及び木材の安定供給の

確保に関する特別措置法の運用について（平成８年１１月１日付け８林野流第１

０６号林野庁長官通知）に定めるもののほか、この要綱による。 

 

（資金措置） 

第２条 県は、基盤強化法施行令第５条及び木安法施行令第５条の規定により、予算

の範囲内において、知事が指定する金融機関（別表１に掲げる指定金融機関とし、

以下「指定金融機関」という。）に対し、資金の供給を第１号様式により行うもの

とする。 

２ 金融機関は、前項の規定により、次の各号により定められた協調倍率の値に相当

する資金を第４条に定める者に対し、貸し付けるものとする。 

（１）事業経営改善合理化資金（素材生産等促進資金（林野庁長官が別に定めるとこ

ろにより県が選定した林業経営体（以下「選定経営体」という。）、単独事業体

にあっては、大規模事業体（木材の年間取扱量がおおむね１０，０００㎥以上の

事業体をいう。以下同じ。）及び中規模事業体（木材の年間取扱量がおおむね３，

０００㎥以上の事業体をいう。以下同じ。）への貸付けに係るものを除く。）に

限る。）及び林業経営改善資金（林業経営高度化推進資金に限る。）については、



協調倍率４倍の資金とする。 

（２）事業経営改善合理化資金（素材生産等促進資金（単独事業体にあっては、中規

模事業体への貸付けに係るものに限る。）に限る。）及び林業経営改善資金（伐

採・造林一貫作業推進資金（選定経営体への貸付けに係るものを除く。）に限る。）

については、協調倍率３倍の資金とする。 

（３）事業経営改善合理化資金（素材生産等促進資金（選定経営体及び大規模事業体

への貸付けに係るものに限る。）及び新規需要創出資金）、木材高度加工資金、

林業経営改善資金（伐採・造林一貫作業推進資金（選定経営体への貸付けに係る

ものに限る。）に限る。）及び木材安定供給資金については、協調倍率２倍の資

金とする。 

 

（貸付金の種類及び内容） 

第３条 この要綱に基づき貸付けを行う資金の種類、内容及び貸付条件は、別表２に

定めるとおりとする。なお、旧資金については新規計画の認定を行わないものとす

る。 

 

（貸付対象者） 

第４条 金融機関から資金の貸付けを受けることができる者は、その者の作成する

別表３の左欄に掲げる計画が適当であると知事が認定した者とする。 

２ 計画認定者が貸付けを受けることができる資金の種類については、別表３の右

欄に掲げる資金とする。 

３ 前項にかかわらず、数人共同の事業体の合理化計画認定者、林業経営改善計画認

定者及び木材安定供給確保事業計画認定者に対する資金の貸付けは、当該事業体

の構成員個々に対し、その共同事業体に係る持ち分に応じて行うことを原則とす

る。 

 

（資金の貸付条件） 

第５条 前条の貸付資金の貸付条件については、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）貸付方法 

   証書貸付又は手形貸付とする。 

（２）返済の方法 

   指定金融機関の所定の方法による。 

（３）担保及び保証人 

   指定金融機関の定めるところによる。 

 

（貸付状況の報告） 

第６条 指定金融機関は、年度の半期ごとの貸付状況を各半期の最終月の翌月１５

日までに、次により知事に報告しなければならない。 

（１）基盤強化法に基づく資金については、細則第１０号様式による。 

（２）木安法に基づく資金については、第２号様式による。 



 

（農林漁業信用基金による保証） 

第７条 指定金融機関は、独立行政法人農林漁業信用基金（以下「基金」という。）

による保証を図ることにより、第４条に規定する資金の貸付けを円滑に行うもの

とする。 

 

（申込手続） 

第８条 資金の借入申込の手続きは、次の各号に定めるところによるものとする。 

（１）計画認定者で資金の貸付けを受けようとする者（以下「借受申込者」という。）

は、指定金融機関に対して当該金融機関の所定の申込書に、知事の認定に係る合

理化計画、林業経営改善計画又は木材安定供給確保事業計画の写し、及び次に掲

げる当該資金が合理化措置、改善措置又は木材安定供給確保事業計画に係るも

のであることを証する書類を添えて申込みを行うものとする。 

  ア 運転資金にあっては、木材の共同購入等に係る売買契約書、売渡承諾書、売

渡確約書、落札証明書その他金融機関が必要とする書類ならびに法人格のな

い団体にあっては、構成員別資金需要額及び構成員別受益分担表（第３号様

式） 

  イ 設備資金にあっては、設計書、カタログ、見積書その他金融機関の必要とす

る書類 

（２）借受申込者で基金の保証を依頼しようとする者は、前号の申込の際に基金の債

務保証依頼書を指定金融機関に提出するものとする。 

 

（指定金融機関の遵守事項） 

第９条 指定金融機関は、この要綱による貸付けについては、いかなる名義をもって

するかを問わず、歩積・両建預金を行ってはならない。 

２ 指定金融機関は、知事から合理化計画、林業経営改善計画又は木材安定供給確保

事業計画の認定の取消しの通知を受けた場合には、当該事業者に対する木材産業

等高度化推進資金の貸付けを停止するものとする。 

３ 指定金融機関は、知事から合理化計画、林業経営改善計画又は木材安定供給確保

事業計画の認定の取消し事由が著しく本制度の趣旨に反する旨の通知を受けた場

合は、貸付約定書の定めるところに従い、貸付けを行った木材産業等高度化推進資

金の全部又は一部につき期限前の償還を行わせるものとする。 

 

（供給した資金の額の調整等） 

第１０条 知事は、第２条の規定により、指定金融機関に供給した資金の効率的運用

を図るため必要と認めたときは、当該資金の額を指定金融機関ごとに増減調整す

ることができる。 

２ 知事は、指定金融機関がこの要綱又は資金供給通知書の規定に違反したときは、

第２条の規定により、指定金融機関に供給した資金の全額又は一部を返還させる

ことができる。 



 

（報告及び調査） 

第１１条 知事は、この要綱に基づく貸付けについて、指定金融機関及び資金の貸付

けを受けた者に対し、第６条及び細則第８条の規定による報告のほか、とくに知事

が必要と認めた事項について、報告を求め又は職員を出向かせて調査させること

ができるものとする。 

 

（木材産業等高度化推進資金運営について） 

第１２条 この制度の適正、円滑な運営を図るため、指定金融機関と連携を図るとと

もに、必要な事項について協議することができるものとする。また、制度の運用の

基本的な方針その他知事が必要と認めた事項については、県、指定金融機関及び木

材産業関係団体の代表者等、その他知事が必要と認める者をもって構成する会議

を開催して、審議することができるものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

（附則） 

この要綱は、昭和５５年２月２２日から施行する。 

この要綱は、平成１２年９月２０日から施行する。 

この要綱は、平成１６年４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２２年２月 ５日から施行する。 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成３１年１月１５日から施行する。 

なお、本通知の施行前に認定された合理化計画に基づく木材産業等高度化推進資金

の各資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

この要綱は、令和３年１１月１７日から施行する。 

この要綱は、令和５年７月２５日から施行する。 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行し、改正後の第３条別表２の規定は 

令和７年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

  



別表１ 

指定金融機関 

資金名 取扱金融機関 

 

 

木材産業等高度化推進資金 

 

 

 

株式会社 百五銀行 

株式会社 三十三銀行 

北伊勢上野信用金庫 

桑名三重信用金庫 

株式会社 南都銀行 

紀北信用金庫 

 

 

 

 

 

  



別表２ 

貸付資金の種類 資金内容 貸付条件等 

1   事業

経営改
善合理
化資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  素材生

産等促進
資金 

森林組合、中小企業等協同組合等の組合若し

くはその連合会、森林所有者（素材生産に係る
ものに限る。）又は数人共同事業体若しくは単
独事業体（数人協同事業体に単独事業体を加え

た事業体を含む。以下「数人共同事業体等」と
いう。）が素材生産、素材若しくは木材製品の引
取り（木材市場に係る事業体にあっては、木材

市場における卸売取引に係るものに限る。）又
は素材若しくは木材製品の加工を行うのに必
要な短期又は長期の運転資金で次に掲げるも

の 
ア 素材生産を行うのに必要な資金であっ
て、施業集約化費用、立木購入代金、素材

生産を行うための作業現場から最終土場
までの素材生産実施費用及び作業委託費 

イ 素材の引取りを行うのに必要な資金で

あって、素材の購入代金及び素材の引取
りに必要な輸送費 

ウ 木材製品の引取りを行うのに必要な資

金であって、製材等の購入代金及び製材
等の引取りに必要な輸送費 

エ 素材等の加工を行うのに必要な資金で

あって、作業労賃、電力費、燃料費その他
の木材を加工するのに必要な資金 

なお、エの資金の貸付対象者は、アからウま

でのいずれかの資金を借り受けようとする者
に限る。 

利率 

短期資金 
年 2.25%（4 倍協調資金） 
年 2.15%（3 倍協調資金） 

年 1.95%（2 倍協調資金） 
長期資金 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

年 2.85％（4 倍協調資金） 
年 2.65％（3 倍協調資金） 
年 2.20％（2 倍協調資金） 

償還期限 
短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 
貸付限度額 1 億円 
特別貸付限度額 

（知事が林野庁長官の承認を得た場合に
限る。） 
(1) 素材生産に係る資金にあっては、素材

の年平均生産量が 1 万立方メートル以上
の者の事業に要する資金に係るもの 2
億円 

(2) 素材の引取りに係る資金にあっては、
素材の年平均引取量が 1 万 5 千立方メー
トル以上の者の事業に要する資金に係る

もの 2 億円 
(3) 製品の引取りに係る資金にあっては、

木材製品の年平均引取量が 2 万立方メー

トル以上の者の事業に要する資金に係る
もの 2 億円 

(4) 素材の引取りに係る資金にあっては、

素材の年平均引取量が 3 万立方メートル
以上の者の事業に要する資金に係るもの 
4 億円 

(5) 製品の引取りに係る資金にあっては、
木材製品の年平均引取量が 4 万立方メー
トル以上の者の事業に要する資金に係る

もの 4 億円 
(6) 素材及び製品の引取りに係る資金にあ

っては、素材及び木材の年平均引取量 5万

立方メートル以上の者の事業に要する資
金に係るもの 5 億円 

(2)  新規需
要創出資

金 

1   木材の製造に係る事業体であって 2 に掲
げる木材の新規需要の創出に資する木材製

品の生産を行う者が、当該製品の原材料とな
る素材若しくは木材製品の引取り又は素材
若しくは木材製品の加工を行うのに必要な

短期又は長期の運転資金で次に掲げるもの
とする。 
ア 素材の引取りを行うのに必要な資金で

あって、素材の購入代金（前渡金、予約金、
木材市場における決済資金等を含む。）及
び素材の引取りに必要な輸送費 

イ 木材製品の引取りを行うのに必要な資
金であって、製材等の購入代金（前渡金、
予約金、木材市場における決済資金等を

含む。）及び製材等の引取りに必要な輸送
費 

ウ 素材等の加工を行うのに必要な資金で

あって、作業労賃、電力費、燃料費その他
の木材を加工するのに必要な資金（素材
又は製材等の購入代金及び販売・管理費

利率 
短期資金 年 1.95% 

長期資金 年 2.20% 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

償還期限 

短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 
（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 1 億円  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を除く。） 
2   本資金の貸付対象となる木材の新規需要
の創出に資する木材製品とは、次に掲げるも

のであって、非住宅分野における木材需要の
開拓、国産材の利用が低位な部材における国
産材利用の拡大又は木質バイオマス利用の

拡大に資すると認められるものとする。 
ア 製材 
イ 合板 

ウ 集成材 
エ 単板積層材 
オ 防腐、防虫、耐火処理材 

カ 直交集成板 
キ 木質チップ、ペレット 
ク その他林野庁長官が承認した製品 

2   木材高度加工資金 

 

1   次に掲げる木材の製造に係る事業体が木

材の加工を行うのに必要な短期又は長期の
運転資金で、作業労賃、電力費、燃料費その
他の木材を加工するのに必要な資金並びに

原材料となる素材の購入代金（前渡金、予約
金、木材市場における決済資金等を含む。）及
び素材の引取りに必要な輸送費（ＪＡＳ無垢

材に係るものに限る。）とする。 
ア 次の施設又は設備を導入している木材
の加工を行う事業体であって、素材又は

木材製品の年間取扱量がおおむね 3,000
立方メートル以上のもの 
（ア） 集成材製造施設 

（イ） 人工乾燥施設 
（ウ） 薬剤処理施設 
（エ） プレカット加工施設 

（オ） 廃木材破砕・再生処理施設 
（カ） 製材用省力化設備 
（キ） 合板用省力化設備 

（ク） 木製組立材料製造用省力化設備 
（ケ） 合板用原材料として広葉樹から

針葉樹への原料転換を図るための

機械設備 
イ 合併等により新たに設立された素材等
の加工を行う事業体であって、素材又は

木材製品の年間取扱量がおおむね 5,000
立方メートル以上のもの 

ウ 木材ＪＡＳ製品、乾燥材等の高度加工 

を行うもの 
2  長期かつ安定的な供給・引取りに関する契
約、協定等に基づき 1 の資金を借り受けよう

とする者に原材料となる素材若しくは木材
製品の供給を行うのに必要な短期又は長期
の運転資金で、次に掲げるものとする。 

ア 素材生産を行うのに必要な資金であっ
て、立木購入代金（前渡金、予約金等を含
む。）、素材生産を行うための作業現場か

ら最終土場までの素材生産実施費用（作
業道の開設又は改良に必要な費用を含
む。）及び輸送費 

イ 素材又は木材製品の引取り及び素材若

利率 

短期資金 年 1.95% 
長期資金 年 2.20％ 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

償還期限 
短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 
貸付限度額 1 億円 
特別貸付限度額 

（知事が林野庁長官の承認を得た場合に
限る。） 
ＪＡＳ無垢材の製造を行う者の事業に要

する資金に係るもの 2 億円 



しくは木材製品の加工を行うのに必要な
資金であって、素材若しくは木材製品の
購入代金（前渡金、予約金、木材市場にお

ける決済資金等を含む。）、素材の引取り
に必要な輸送費及び素材等の加工を行う
のに必要な作業労賃、電力費、燃料費その

他の素材等を加工するのに必要な資金 
ウ 貸付対象者は、契約、協定等に基づき素
材若しくは木材製品を引取り、その加工

を行うのに必要となる資金又は当該素材
若しくは木材製品の供給を行うのに必要
な資金を借り受けようとする者とする。 

3   林業

経営改
善資金 

 

(1)  林業経

営高度化
推進資金 

1  林業を営む者が行う造林に必要な短期又

は長期の運転資金で、作業労賃、苗木代、燃
料費、機械・施設の使用料及び作業委託費 

2  効率的かつ安定的な林業経営を担い得る

林業事業体又は知事が認定した中核組合が
素材生産を請負わせるのに必要な短期又は
長期の運転資金で、素材生産に係る請負契約

に基づく前渡金及び中間払い金並びに当該
請負契約を行うために必要となる作業労賃 

利率 

短期資金 年 2.25% 
長期資金 年 2.85％ 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

償還期限 
短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 
貸付限度額 5 千万円 
特別貸付限度額 

（知事が林野庁長官の承認を得た場合に限
る。） 
造林の年間施業面積 500ha 以上 1 億 5 千

万円 

(2)  伐採・
造林一貫
作業推進

資金 

森林所有者、森林組合、森林組合連合会又は
素材生産業を営む者若しくはその組織する団
体が素材生産及び造林を一貫的に行うのに必

要な短期又は長期の運転資金で次に掲げるも
のとする。 

ア 素材生産を行うのに必要な資金であっ

て、立木購入代金（前渡金、予約金等を含
む。）及び素材生産を行うための作業現場
から最終土場までの素材生産実施費用

（作業道の開設又は改良に必要な費用を
含む。） 

イ 造林を行うのに必要な資金であって、

作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の
使用料及び作業委託費 

利率 
短期資金  
年 2.15%（3 倍協調資金） 

年 1.95%（2 倍協調資金） 
長期資金 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

年 2.65％（3 倍協調資金） 
年 2.20％（2 倍協調資金） 

償還期限 

短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 
（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 1 億円 
特別貸付限度額 
（知事が林野庁長官の承認を得た場合に

限る。） 
素材の年平均生産量が 1万立方メートル以

上の者の事業に要する資金に係るもの 2 億

円 
 

4 木材安定供給資金 事業計画の認定を受けた次に掲げる者が事
業計画に掲げる事業を実施するために必要な

短期又は長期の運転資金で、下記に掲げるもの
とする。 
１ 森林所有者等 （下記１、３の資金に限る。） 

２ 木材利用事業者 等（下記２、３の資金に限
る。）  
３ 木材卸売業を営む者、木材市場を開設する

者又はその組織する団体（下記３の資金に限
る。）  
４ 木材の輸送を業として行う者（下記３、４の

資金に限る。） 
５ 木材製品利用事業者等（下記３、５の資金に
限る。 

 
         記 
１ 素材生産を行うのに必要な資金 

施業集約化費用、立木購入代金（前渡金、予

利率 
 短期資金 年 1.95% 

 長期資金 年 2.20% 
 （資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 
償還期限 

 短期資金 1 年以内 
 長期資金 ５年以内 
 （据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 3 億円 
特別貸付限度額 

 （知事が林野庁長官の承認を得た場合に限

る。） 

 協定等に基づく素材又は木材製品の販売
価格が、協定等締結時から５パー セント以

上低下しており、かつ、当面の間、当該価格
が協定等締結時の価格まで回復しないと見
込まれる場合にあっても、借受者の償還が適

切に行われると認められるもの 4 億円 



約金等を含む。）、管理経営法第８条の 14 第４
項に基づき納付すべき樹木料、素材生産を行う
ための作業現場から最終土場までの素材生産

実施費用（作業道の開設又は改良に 必要な費
用を含む。）及び作業委託費。 なお、管理経営
法第８条の５第３項に基づく権利設定料を含

む。  
２ 素材の引取り及び素材等の加工を行うのに
必要な資金  

素材の購入代金（前渡金、予約金、木材市場
における決済資金等を含む。）、素材の引取りに
必要な輸送費及び素材等の加工を行うのに必

要な作業労賃、電力費、燃料費その他の素材等
を加工するのに必要な資金  
３ 素材又は木材製品の引取り及び木材の流通

に係るコーディネートを行うのに必要な資金 
 (1) 素材又は木材製品の引取りを行うのに必
要な資金  

素材又は木材製品の購入代金（前渡金、予 
約金、木材市場における決済資金等を含 
む。）及び素材又は木材製品の引取りに必要 

な輸送費並びに作業委託費 
(2) 木材の流通に係るコーディネートを行う
のに必要な資金  

ICT を活用したデータベース整備費用等 
及び作業委託費  

４ 素材又は木材製品の輸送を行うのに必要な

資金  
輸送を行うための作業労賃、燃料費、機械・

車両の使用料及び維持費用  

５ 木材製品利用事業を行うのに必要な資金 
木材製品の購入代金（前渡金、予約金、木材 
市場における決済資金等を含む。）、木材製品

の引取りに必要な輸送費、木材製品の加工又は
利用するための作業労賃、電力費、燃料費その
他の木材製品を加工又は利用するのに必要な

資金 

 

 

別表３ 

計画 資金の種類 

基盤強化法運用第３の１に規定する事業経営

改善計画 

事業経営改善合理化資金 

基盤強化法運用第３の２に規定する構造改善

計画 

木材高度加工資金 

基盤強化法第３条に規定する林業経営改善計

画 

林業経営改善資金 

木安法第４条に規定する木材安定供給確保事

業計画（森林所有者等、木材利用事業者等及び

木材製品利用事業者等が共同して作成したも

のに限る。） 

木材安定供給資金 

 

 


